
　① 各設問の該当項目に レ 印を付けます。その他に事業所独自で行なっている取り組みや工夫している点があれば，自由記述欄に

記入します。

　② 各項目の☆印は重点項目を示します。

　③ ☆印は２点，その他の項目は１点として計算し，最高８点とします。

　④ 評価は，次の４段階です。　８点～６点 ⇒ Ａ　５点～４点 ⇒ Ｂ　３点～２点 ⇒ Ｃ　１点以下 ⇒ Ｄ

　⑤ 評価時点のサービス提供状況で，設問に該当する利用者がいない場合は，いると仮定した場合，どのような対応をするかという

視点で回答します。

⑥ 次の用語については，特に記載のない限り，次のようにご理解ください。

●職員････設問の内容に関わる業務を行う職種の職員をいい，常勤・非常勤の両方を含みます。

●研修････職場外で受講する研修，職場内で行う研修（集合型，個別型）の両方をさします。

●取り組み････事業として取り上げて取り組んでいない場合でも，そのような状況があり，ルール化されている場合も含みます。

●マニュアル････体裁や記載内容の濃淡を問わず，設問の内容に関する内容の記載があるものをさします。

●手順････体裁の有無を問わず，設問の内容に関する内容についてルール化されているものをさします。
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福祉サービス第三者評価

評価基準（サービス編：介護老人保健施設版）

評 価 の 着 眼 点 （ 解 説 ）



１　日常生活支援サービス

(1)食事

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 入所者にあった椅子，テーブルの高さや形等を工夫している

□ ② テーブルクロスを使用したり，絵や観葉植物を置くなど工夫している

□ ③ 食堂の採光，照明，通風，温度に気を配っている

□ ④ 介助者は食事用のエプロンを着用している

□ ⑤
料理に合う食器を使ったり，盛りつけ等の工夫をして，見て楽しめるようにしてい
る

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 毎日，複式献立（選択食）にしている

□ ② 週１回以上，複式献立（選択食）にしている

□ ③ 月１回以上，複式献立（選択食）にしている

□ ④ バイキング方式をとっている（月に１回以上）

□ ⑤ 常設喫茶等を設けている（食事も可能な喫茶であること）

□

□

食事の選択が可能になっていますか。

食事をおいしく，楽しく食べるための食堂の雰囲気づくりを行っていますか。

１ 共通

２ 共通

設問

　入所者の食習慣や好み等に応じて，「選
べる」場面づくりを行うことが大切です。
食べられる量や好きなメニューなど，自分
自身の思いを表明することによって，食事
が楽しいものになる他，(達成感)を味わう
ことになり，入所者のいきいきとした生活
の援助に結びつきます。
　ここでいう「複式献立（選択食）」は，
すべての献立で「複式献立（選択食）」で
ある必要はなく，主食や主菜や副菜等の一
品でも選択が可能な状態をいいます。

食堂の雰
囲気づく
り

設問

　食事を楽しむために，入所者の姿勢や背
の高さ，障害の状態等に応じたテーブルや
椅子の高さ，形などの工夫を行うことが必
要です。また，旬の食材の使用や盛り付け
の工夫，イベントメニューを設けるなど，
食事を楽しみながら，おいしく食べれるた
めの工夫を行うことが求められます。
　この設問は，食堂の設備など利用者が食
事を摂るにふさわしい環境が整えられてい
るかを問うものです。

食事の選
択
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 冷蔵庫，電子レンジの使用により，温めることや冷やすことができる

□ ② 食事をとる直前に配膳（盛りつけ）をしたり，保温食器を使用している

□ ③ 居室へ配膳する際も保温に配慮している

□ ④ イベントメニューでは作りながら出している

□ ⑤ お茶やコーヒーは希望を聞いてからつくるようにしている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
個人の身体状況に合わせて入所者自身が，自分のペースで食べられるように食器や
自助具を工夫している

□ ②
要介助者には，コミュニケーションを図りながら，あせらずに食べられるようにし
ている

□ ③ １回に口に運ぶ量にも気を配り，飲み込んだのを確認してから次の介助をしている

□ ④ 介助者は，入所者自身で行える範囲を把握しており，必要以上の介助をしていない

□ ⑤ 食事介助等にゆとりがもてるようにしている

□

□

３

設問

設問

食事介助は入所者のペースに合わせていますか。

　温冷配膳車や電子レンジ等を使用するこ
とで，病院への通院や体調不良等により，
食事時間がずれた場合でも，食事をよりお
いしく食べるための配慮を行うことが求め
られます。また，入所者の目の前で調理す
るなどの工夫により，食欲を増進する取り
組みを行うことが期待されます。
　この設問は，適温提供についての工夫を
どのように行っているかを問うものです。

　食事時間はともすると，時間に追われが
ちになりますが，入所者の身体状況にあわ
せた自助具や食器を使用したり，入所者
個々のペースにあわせた食事介助を行うこ
とで，入所者の食べたいという気持ちを引
き出すことにつながります。
　この設問は，食事介助にあたって，入所
者の個々のペースをどのように観察し，一
人ひとりに合った食事介助が行われている
かを問うものです。

共通
料理の保
温に対す
る配慮

温かいものは温かく，冷たいものは冷たい状態で食べられるような配慮がされていま
すか。

４ 共通
食事介助
のペース
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 医師，看護・介護職員等と常時，入所者別の状況について綿密な連携を行っている

□ ② 常勤の管理栄養士が配置されている

□ ③ 入所者個々人の病状・健康状態及び栄養面・形態に配慮した食事になっている

□ ④ 食事摂取量のチェックを行っている

□ ⑤ 入所者の要望や嗜好を調査し，献立に反映させている

□

□

(２)入浴

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 希望があれば毎日でも入浴やシャワー浴ができる

□ ② 入浴日以外でも，週に何度かは希望により，入浴できる日を設けて実施している

□ ③
入浴日以外でも，入所者が希望すれば，いつでもシャワー浴ができるような体制が
整っている

□ ④ 夜間の入浴日を設けている

□ ⑤ 希望により家族との入浴ができるようにしている

□

□

設問

設問

６ 共通
入浴日以
外の入浴

５ 共通 栄養管理

　栄養管理の面において，一人ひとりの身
体状況や咀嚼力，嚥下力等を栄養士，医
師，看護・介護職など多職種の連携のもと
で協議したうえで，個別の配慮を行うこと
が必要です。また食事摂取量等，必要な記
録をとる他，嗜好等に関するアンケート調
査を行い，記録や調査の内容を献立に反映
することも期待されます。
　この設問は，入所者への栄養管理の具体
的な取り組みを問うものです

　入浴日以外の日や時間(夜間等)であって
も，生活習慣などに応じて，希望があった
場合に柔軟に対応できるよう体制を整える
ことが大切です。
　この設問は，入所者の入浴に対する希望
にどのように応じる体制があるかを問うも
のです。
　なお，ここでいう「夜間」とは，深夜帯
の時間をさすのではなく，消灯までの時間
をさします。

入所者に対する栄養管理が適切に行われていますか。

入浴日以外の日でも希望があれば入浴あるいはシャワー浴ができますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
必要に応じて職員間で入浴方法や形態について検討が行われたり，リハビリ用（家
庭生活対応型）の浴槽が用意されたり，好みの湯の温度・量・時間等が調整されて
いる

□ ②
入浴チェックマニュアルがあり，入浴前後の個々人の健康状態の確認とともに，入
浴介助の際にも利用がされている

□ ③ 機械浴・リフト浴・一般浴等，浴槽は数種類用意されている

□ ④
シャワーチェアー，その他の介護福祉用品も，入所者の状況に合わせたタイプが何
種類か準備されている

□ ⑤ 入浴後の水分摂取やスキンケアがなされている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 入浴マニュアルの中で，羞恥心への配慮が明文化されており，実行されている

□ ② 着脱は浴室内の脱衣所において行われている

□ ③
脱衣は入浴の直前に行われ，何らかの理由で早く脱衣を済ませた入所者には，バス
タオルで身体をおおう等の配慮をしている

□ ④ 浴室はドアやカーテンで仕切り，性別に配慮している

□ ⑤ 個別入浴を実施している

□

□

設問

７ 共通

身体の状
況に応じ
た入浴方
法

身体の状況に応じた入浴方法（安全・形態）をとられていますか。

設問

　入浴介助マニュアルをもとに，個々の健
康状態を確認するとともに，入所者個々の
身体状況等に応じて，入浴方法や形態など
を職員間で検討し，安全に配慮した入浴を
行うことが求められます。
　この設問は，入所者が入浴する際に，安
全面・設備面等でどのような工夫が行われ
ているかを問うものです。

８ 共通
羞恥心へ
の配慮

入浴時，裸体を他人（介助者は除く）に見せない工夫がとられていますか。

　入所者の希望等に応じて，同性介助にし
たり，入浴時に他人から裸体が見えないよ
うに，バスタオルをかけたり，ドアを閉め
ることを徹底するなどの羞恥心に配慮した
取り組みを行うことが必要です。
　この設問は，入浴場面における入所者の
羞恥心への配慮について問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 必要があれば１人何枚でも使用できる状態にある

□ ② 使用部位別にタオルの種類を備えている

□ ③ タオルは少なくともプライバシー保護用と，洗顔用の２枚は用意されている

□ ④
洗髪後には，新たなタオルで十分に拭き取り，身体を拭き取るためのタオル（バス
タオル）も用意されている

□ ⑤ 希望があれば，個人用のタオルも使用できる

□

□

(３)排泄

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① ケア会議等において，個別の排泄自立支援への対応策が職員間で検討されている

□ ② 入所者に対して，どの部分に介助が必要であるのかを把握し，実行している

□ ③
尿意や便意のあった時には，自分で行けるよう，介助バー，ポータブルトイレ等を設置した
り，衣類は着脱しやすいものにし，パンツやパットの工夫をしている

□ ④
尿意や便意のある入所者には，おむつをあてていても，ポータブルやトイレで介助
している

□ ⑤ 認知症のある入所者にも，声をかけて誘導し，トイレでの排泄を促している

□

□

設問

１０ 共通 排泄自立

入所者に対して排泄自立のための働きかけをしていますか。

設問

９ 共通

　個々の排泄パターンを把握したうえで，
ミーティング等で個々のケアの方法や対応
について話し合いを行い，早めの声かけや
誘導など，排泄自立のための働きかけを行
うことが期待されます。
　この設問は，自立支援の理念に基づい
て。入所者の排泄自立をどのように支援
（介助）しているかを問うものです。

　入浴で使用するタオルは，衛生上の理由
から他の入所者と共用せず，１人ごとに使
用することが基本であると考えます。
　また，タオルは，洗顔・洗身，洗髪後，
プライバシー保護用，拭き取りなど一度の
入浴で使用する場面がさまざまです。
　この設問は，入浴に際して，タオルの用
途や場面に応じての使い分けなど，衛生面
や入所者の羞恥心について問うものです。

タオルの
準備

入浴の際のタオルは１人１枚以上用意されていますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
必要に応じて職員間でおむつの検討を行い，理由付けがなされたうえで，行われて
いる

□ ② 安眠のために何種類かのおむつを組み合わせて利用している

□ ③ 個々の排尿量によって，深夜・早朝の回数を設定し交換している

□ ④
夜間おむつ交換が必要な入所者には，安眠の妨げにならない範囲で必要時に実施し
ている

□ ⑤ 交換の都度，皮膚の観察，清拭等で清潔の保持と褥瘡予防に努めている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
ポータブルトイレの位置に配慮し，スクリーン等の利用によりプライバシーを守る
ようにしている

□ ②
トイレ介助の際は，カーテン等は必ず閉めてから介助する等，プライバシーを守っ
ている

□ ③ おむつ使用者には，ベッド周りにカーテン等を使用している

□ ④ 居室でのポータブル使用の際，支障の生じないスペースがある

□ ⑤ 臭気を取り除くための配慮をしている

□

□

排泄介助時にカーテンを引く等プライバシーが守られていますか。

１２

１１ 共通
深夜・早
朝のおむ
つ交換

設問

　機械的な交換にならないように，安眠と
入所者の快適性の兼ね合いを考えながら，
介助を行うことが大切です。また，個々の
尿量等に応じたおむつの種類や回数を検討
し，対応することが求められます。
　この設問は，特に職員配置が薄くなる深
夜・夜間でも，入所者の快適に配慮するた
めの取組の状況を問うものです。

　排泄介助の際には，声かけや誘導方法，
声の大きさなどに十分注意をはらうととも
に，臭いや音への配慮など，入所者の羞恥
心や尊厳に配慮した介助を行うことが必要
です。
　この設問は，排泄場面における入所者の
羞恥心への配慮について問うものです。

深夜・早朝のおむつ交換に配慮していますか。

設問

共通
羞恥心へ
の配慮
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① ケア会議等において，排泄関連問題の対応策が職員間で話し合われる体制がある

□ ②
個別の排泄記録表が作成され，排尿・排便の状況を記録し，泄自立のための働きか
けをしている

□ ③
排尿・排便が困難な入所者に対しては，必要に応じて関係者と連携のうえ，対応し
ている

□ ④ 水分の摂取量とともに補給する内容の検討，また，食事面への配慮にも努めている

□ ⑤
気にかかる入所者については，観察したことも含めて記録のうえ，申し送りをして
いる

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
各人にあったものが準備できるよう，ケア会議等において検討ができる体制になっ
ている

□ ②
可能な限り入所者との話し合いによって，個人に適したものが使用できるよう努力
している

□ ③
時には職員間での実体験等も取り入れて，入所者に適した用具を活用する努力をし
ている

□ ④ 排泄自立に向けた用具の使用がされている

□ ⑤ 新しい用具の情報収集に努めている

□

□

設問

１３ 共通

　排泄記録の作成を単なる記録とせず日中
活動を行う際の水分補給や食事内容など，
生活の各場面に反映させる視点が求められ
ます。
　この設問は，排泄から見える入所者の健
康状態をどのように把握し，ケアに活かし
ているかを問うものです。

設問

１４ 共通

排泄記録
表の作成

排泄記録表が作成され，健康管理その他の面で活用されていますか。

適切な用
具の使用

　入所者個々の身体状態や尿量，尿意・便
意の有無等の状況にあわせて，適切なもの
が使用できるよう，ケア会議等において，
職員間で検討できる体制が整えられている
ことが求められます。
　この設問は，排泄に関連する福祉用具の
提供について問うものです。

おむつやおむつカバー，便器等は入所者に適したものが使用できるよう配慮されてい
ますか。
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(４)寝たきり防止

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
食事は医師等の指示により安静が必要な人を除いて，必ずベッド以外の場所でとれ
るようにしている

□ ② 日中グループ活動や行事等を設定し，離床する機会・時間が増えるようにしている

□ ③
長時間の離床が困難な入所者でも，食事以外のときでもベッドと車椅子の移乗介助
を行い，寝たきりにならないようにしている

□ ④
車椅子に移乗できない入所者は福祉用具等を利用し，少しでも座位を保つよう努力
している

□ ⑤
入所者個々の状態に応じた補助具等を使用し，少しでもベッドから離れることがで
きるよう配慮している

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
本人の状態を把握したうえで，休養以外でベッドに常時寝ていることがないように
している

□ ②
訓練を日常の中に取り入れ，少しでも起座時間を延ばすことができるようにしてい
る

□ ③
車椅子へ移乗できない入所者は，福祉用具等を利用し，少しでも起座できるように
している

□ ④
拘縮のひどい入所者や全面介助の入所者でも個々の病態にあった車椅子を利用し，
少しでも起きていることができるようにしている

□ ⑤ 起きている時の過ごし方にも配慮している

□

□

設問

１５ 共通
寝・食分
離

寝たきり防止が徹底され，少なくとも寝・食分離が行われていますか。

　体調不良など，健康状態に問題がない限
り，食堂での食事を原則としたり，日中の
活動の充実等により，1日の生活の中にメリ
ハリをつけ，起きることを目的とするので
はなく，楽しみながら寝・食分離できるよ
う，取り組むことが期待されます。
　この設問は，寝・食分離についての取組
状況を問うものです。

設問

１６ 共通
総臥床時
間減少の
努力

１日の総臥床時間を減少する努力が行われていますか。

　身体の状態等に応じた車椅子やクッショ
ン等の工夫によって，入所者が苦痛を感じ
ることなく，座位を保てるよう，配慮する
ことが大切です。
　この設問は，寝・食分離を実践する具体
的な取り組みの一つである臥床時間の減少
にどのように取り組んでいるか，その状況
を問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 全面介助者でも起床時に着替えるようにしている

□ ② 全面介助者でも，日中職員が増えた時点で着替えをしている

□ ③ 全面介助者を除いては,起床時の介助として日常着への着替えを行っている

□ ④
着脱が自立している入所者には，取り出しやすい場所に衣類を収納する等の働きか
けをし，日常着に着替えやすいような配慮をしている

□ ⑤ 日常着も個別の障害に合わせてリフォームしている

□

□

(５)自立支援

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
ＡＤＬ調査表の見直しや多職種の連携等により，より正確な評価ができるようにし
ている

□ ②
調査を行い，データを分析するなどして入所者自らの取り組みへの働きかけをして
いる

□ ③
残存機能と，現在の機能をきちんと評価し，できる所は手を貸さずに見守るように
している

□ ④ 設備や環境を整える等により，入所者が自分で取り組めるようにしている

□ ⑤
入浴・食事等，介助者が忙しい場面でも，入所者が自分で取り組めるようにしてい
る

□

□

日中は，寝間着から日常着に着替えるようにしていますか。

　1日の生活の中にメリハリをつけるために
も，寝間着から日常着への着替えの支援を
すすめられることが期待されます。
　なお，身体状況等から，特に寝巻きと日
常着の区別をつけていない入所者に対して
は，就寝時と日中の区別を更衣という面か
らどのように付けているかという工夫につ
いて回答してください。

設問

１８ 共通
自立を促
す適切な
介助

日常生活動作にすべて手を貸すのではなく，入所者ができるだけ自分で取り組めるよ
うに配慮していますか。

設問

１７ 共通
寝間着・
日常着の
区別

　不自由な中でも，その人らしい自立した
生活を送るために，職員が入所者の「でき
ないこと」を一方的に介助するのではな
く，入所者の「できること」と「できない
こと」を把握し，できるところは自分で取
り組めるようにすることが大切です。これ
らの意識をまず職員間で共有し，少しずつ
取り組んでいくことで，入所者の自信の回
復や意欲の向上にも結びつくことが期待さ
れます。
　この設問は，日常生活動作の各場面で，
入所者の自立をどのように促しているかを
問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
定期的に個々の障害のレベルについて検討され，自助具や補装具の見直しをしてい
る

□ ②
入所者の障害を正確に把握し，個々のレベルに応じた自助具や補装具を用意し，そ
れぞれのレベルでの自立生活ができるように配慮している

□ ③
必要に応じて，理学療法士や作業療法士等，他職種との連携を図り，個別の対応，
適した自助具・補装具の選択に努めている

□ ④
心身機能が低下した入所者にも使いこなすことができる自助具であるよう配慮して
いる

□ ⑤
既存の物だけでなく，入所者を観察したり，話し合いをする中で自助具を考案して
いる

□

□

(６)外出や外泊への援助

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 入所者が自由に希望を述べられる機会づくりに配慮している

□ ② 社会資源等も活用し，希望に応じて１対１での外出もできるようにしている

□ ③ 生活場面，面接等を通し，入所者の希望を把握し，外出の機会を多く設定している

□ ④ 季節ごとに外出の機会を設け，計画的に実施している

□ ⑤ 日常の中で，個別に散歩の機会を設ける等の配慮をしている

□

□

設問

１９ 共通
自助具・
補装具の
設置

入所者の障害にあわせた，自助具や補装具などが，準備されていますか。

　入所者の自立支援のために，必要な福祉
用具を準備するとともに，トイレや浴室な
どの設備を工夫し，できる部分は自分自身
で行えるような配慮を行うことが必要で
す。
　この設問は，日常生活動作の各場面で，
入所者の自立を促すための自助具や補装具
の提供状況について問うものです。

設問

２０ 共通
外出の機
会の確保

1人で外出することが困難な入所者に対して，希望を聞き，外出の機会を確保してい
ますか。

　季節行事やレクリエーションを企画する
際は，地域の社会資源を十分に把握したう
えで行うことが必要です。また，入所者が
日々の生活の中に楽しみや生きがいを感じ
られるような工夫を取り入れることも期待
されます。
　この設問は，入所者の外出についての取
組状況を問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者の希望を聞き，年末・年始以外でも外出・外泊の機会を持てるよう家族への
働きかけをしている

□ ② 年末・年始には，外出・外泊の機会が持てるように働きかけている

□ ③ 入所面接の段階で，家族に外出・外泊について説明し，協力を得ている

□ ④ 家族会を組織化し，外出・外泊の機会を家族等に積極的に働きかけている

□ ⑤ 行事等には家族も一緒に参加できるようなものを計画し，外出の機会としている

□

□

(７)会話

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者の心身の機能レベルにかかわらず，自尊心を傷つける言葉づかいや幼児語を
用いないよう注意している

□ ② マニュアル等を利用し，個人の意識の高揚に努めている

□ ③ 日常的にマニュアルの検討ができるよう，検討委員会等を設けている

□ ④ 接遇教育を継続的に行っている

□ ⑤ 入浴等の場面でも，決して指示的な言葉にならないように注意している

□

□

外出・外泊の機会を多く持ってもらうよう家族等に積極的に働きかけていますか。

　家族との交流の機会を確保したり，入所
者の生活にメリハリをつける意味でも，負
担のない範囲で外出・外泊ができるよう配
慮することが大切です。なお，家族の状況
や家庭環境等により，外泊が難しい場合で
も，外出先で家族と合流するなどの工夫を
行うことが期待されます。
　この設問は，入所者の外出・外泊にあた
り，家族等の協力をどのように働きかけて
いるか，その取り組みを問うものです。

設問

２２ 共通
入所者へ
の言葉づ
かい

入所者への言葉づかいに特に注意し，そのための検討が行われていますか。

設問

２１ 共通
家族への
働きかけ

　入所者を年長者として尊敬する姿勢を大
切にし，言葉づかいや態度などについて，
職員への注意を喚起するためにも，マニュ
アル内容の周知や定期的な見直し，接遇教
育の継続的な実施などが期待されます。
　この設問は，利用者の尊厳を尊重する姿
勢やそのための工夫について問うもので
す。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者からの話を引き出す努力をするとともに，入所者から話しかけがあった時は，他の業
務よりも優先し，ゆっくりと話が聴けるように配慮している

□ ②
失語症等により，会話が不可能な入所者には，個別にコミュニケーションの方法を
考え，本人との話し合いでサイン等を活用したりしている

□ ③ 入所者全員の意見が出せる場を設定している

□ ④ 会話の不足している入所者には，特に気を配っている

□ ⑤
日常生活の各場面で身体介護のみにとらわれず，コミュニケーションの重要性を認
識し，言葉かけを行っている

□

□

(８)レクリエーション等

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 日常生活援助の中でも，活動に対する動機付けが充分配慮されている

□ ② 参加者間の主体的な参加・活動を促している

□ ③ 参加者が企画・運営にかかわれる体制がある

□ ④ 参加者の特性を十分に把握し，趣味や興味を重視した計画がされている

□ ⑤ 個々の身体状況や日課等を考慮し，活動しやすい時間を設定し，実施している

□

□

設問

２３ 共通

適切なコ
ミュニ
ケーショ
ン方法の
実行

日常会話が不足している入所者に対して，言葉かけと相手の話に耳を傾けるように配
慮していますか。

　言葉によるコミュニケーションのみに捉
われるのではなく，入所者の表情やしぐさ
などにも，注意しながら，入所者の思いや
意向等を汲みとることが必要です。また，
入所者が話しやすいような機会づくりや雰
囲気づくりを行うことも期待されます。
　この設問は，特に意思表示や言葉の発出
が少ない利用者への会話の機会をどのよう
に作り出しているかを問うものです。

設問

２４ 共通
主体的な
参加・活
動

レクリエーション等のプログラムは，入所者が積極的に参加しやすいように計画さ
れ，実施されていますか。 　体調や希望に応じて選択できるようなメ

ニューづくりや関係機関と連携したプログ
ラムづくりなどの工夫によって，参加のし
やすさに配慮したり，入所者の動機づけへ
の働きかけを行うことが期待されます。
　なお，ここでいう「参加者が企画・運営
にかかわれる」状態とは，職員等と同じ行
動をとるという意味ではなく，プログラム
に対しての意見を述べたり，企画のアイ
ディアを参加者（入所者）から求め，それ
を活かしたプログラムを計画するなど，入
所者と職員が双方向のやりとりを行うなか
でプログラムが作成される状況をさしま
す。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
それぞれの活動が入所者個々に明らかにされ，選択するための個別の働きかけに配
慮している

□ ② 常に入所者の趣味・興味，希望を把握することに努めている

□ ③ 必要があれば，新たな活動を設定したり，社会資源を活用している

□ ④ 入所者個々の趣味や興味等に応じ，それぞれが選択できるように配慮されている

□ ⑤
継続性のあるクラブ活動から，単発的なレクリエーションまで入所者の特性を配慮
した小グループの活動が設けられている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
年間の行事計画の中に，家族やボランティア，地域住民が参加できるものを設定
し，その計画を明らかにしている

□ ② 定期的に参加できる行事を設定している

□ ③ 家族やボランティア，地域住民も企画から参加し，一緒に楽しめるようにしている

□ ④ 地域住民が参加しやすいよう開催時間等に配慮している

□ ⑤
月単位程度の諸活動でも，常に家族やボランティア，地域住民の存在を意識化し，
いろいろな通信手段を利用して参加を呼びかけている

□

□

レクリエーション活動（クラブ活動等）は，趣味・娯楽などを活かした小グループで行わ
れ，自由に選択できる多彩なメニューをそろえていますか。

　レクリエーションの実施にあたっては，
入所者の希望や興味などに応じたメニュー
を数種類準備するとともに，ある程度，長
期的な計画を入所者に示し，入所者が自分
自身の興味や好みに応じて「選べる」環境
づくりを行うことが求められます。
　なお，ここでいう「多彩」とは，単に活
動種類の多さだけをさすのではなく，入所
者の趣味・興味，希望を踏まえたメニュー
であるかをさします。

設問

２６ 共通

家族・ボ
ランティ
ア等の参
加

各種行事に，家族やボランティア，地域住民も参加できるように配慮していますか。

設問

２５ 共通
多彩なメ
ニューの
工夫

　施設は地域の社会資源，財産であるとい
う視点からも，行事等に地域住民の参加が
得られるよう計画することが期待されま
す。また家族，ボランティア，地域住民が
施設を訪れ，入所者の生活場面に触れるこ
とで，施設への理解も深められると考えら
れます。
　この設問は，行事の際に，外部からの参
加をどのように得ているかについて問うも
のです。
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(９)認知症高齢者

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
周辺症状（BPSD)を早急に抑制しようとするのではなく，環境を整備したり，受容
的な態度で行動を受けとめている

□ ② 周辺症状（BPSD)を呈する入所者には，一定期間の観察と記録を行っている

□ ③ 周辺症状（BPSD)の行動パターン，危険性等を職員が認識している

□ ④ 医療スタッフ等，他職種との連携のもと，より細かな分析を行っている

□ ⑤ 周辺症状（BPSD)の記録から原因や対応策等を検討している

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 認知症高齢者への援助方針と個別的援助プランが確立されている

□ ②
認知症高齢者に対しては，日常生活能力を評価し，その機能の維持，及び残存機能
を発見する配慮をしている

□ ③ あらゆる場面で支持的援助を重視し，生活への配慮をしている

□ ④
介助においても，排泄の状況や水分摂取等，特に気を配るとともに，保清に関する
気配りもされている

□ ⑤ 他職種との連携のもとに，定期的な援助の見直しが検討されている

□

□

設問

２７ 共通
適切な対
応

周辺症状（BPSD)等の観察と分析を行い，その行動への適切な対応を行っています
か。

　認知症の周辺症状（ＢＰＳＤ）を，問題とし
て捉えるのではなく，行動の背景やパターンな
どを観察や記録をもとに職員間で協議し，環境
整備などによって，症状の軽減に努めることが
大切です。また，医師など専門職の視点や意見
を取り入れながら，より良いケアの方法を探っ
ていくことが求められます。
　なお，認知症は，記憶障害を主とする「基本
症状(中核症状)」と心理･環境･性格等の相互作
用でさまざまな心理症状や行動症状を示す「周
辺症状」とに分類されます。後者は，周囲の
人々に様々な負担を与えるため，「問題行動」
と呼ばれることが一般的でしたが，ケアのあり
方や環境を変えることによって改善しうるこ
と，「問題」は本人ではなく介護者側の問題で
あり，高齢者の尊厳を考えると不適切であると
の指摘があること，などの理由から最近は使用
が控えられ，その代わりに「BPSD」の呼び方が
推奨されています。一方，「周辺症状」の呼び
方も既にある程度定着しており，本評価基準で
は当面「周辺症状(ＢＰＳＤ)」と併記すること

設問

２８ 共通
プログラ
ム等への
配慮

認知症高齢者等に対しての生活上の配慮が行われていますか。

　認知症の特徴や症状についての学習を行
い，認知症を正しく理解したうえで，さま
ざまな方法論について学び，それらを実際
のケアに活かせるように，事業所としての
援助の方針をつくりあげることが必要で
す。また，事業所としての援助方針とあわ
せて，入所者個々の症状に応じながら，よ
りよいケアの方策を探っていくことが期待
されます。
　この設問は，認知症高齢者に対する生活
上の配慮について問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
専門他職種との連携を通して，個別の対応を行う等，事故防止対策を十分に講じて
抑制をしないようにしている

□ ②
止むを得ない場合に限って，家族への説明と同意により車椅子の安全ベルトを活用するなど
しているが，そのような場合でも，できる限り見守るなどして拘束時間を限定し，定期的に
見直しをしている

□ ③
拘束や抑制をせざるを得ない場合であっても，個別に機能訓練を行うとともに，職員の接触
時間を長くとり情緒的な安定が得られるよう努力している

□ ④
環境面に充分な工夫をし，入所者の行動が抑制されたり拘束されたりすることのな
いようにしている

□ ⑤ 抑制や拘束のみを目的にした大量の向精神薬投与は行わないようにしている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者個々の特性に合わせ，個人あるいはグループで継続的に行えるような活動を
設けている

□ ② グループ活動の困難な入所者に対しても，個別の活動を行っている

□ ③ 認知症高齢者の特性に応じたリハビリ，クラブ活動等を行っている

□ ④
活動メニューは，知的機能を活発化したり，情緒に訴えるようなものなど，入所者
個々の症状に配慮している

□ ⑤ 四季折々の活動を用意し，日中の活動的な生活の工夫をしている

□

□

抑制・拘束は行わないようにしていますか。

　全職員が身体拘束の内容と拘束による弊
害を認識し，拘束をしないケアに取り組む
ことが重要です。なお，やむを得ず身体拘
束を行う場合には，3つの要件(切迫性，非
代替性，一時性)を満たす必要があり，その
うえで，拘束の内容，目的，理由等を家族
へ説明し，同意を得ることが必要です。ま
た，その後も，観察・評価・再検討を行
い，拘束をしないケアに取り組むことが求
められます。
　この設問は，抑制・拘束を行わないため
の取組状況，及び抑制・拘束を行う際の手
順について問うものです。

設問

３０ 共通
活動的な
生活の援
助

認知症高齢者に対し，夜間安眠できるように，日中できるだけ活動的な生活を援助し
ていますか。

設問

２９ 共通
抑制・拘
束の有無

　睡眠を眠りという意味だけで捉えるので
はなく，食事や日中の活動などと連続した
ものと捉え，入所者本人にとっての自然な
リズムで生活できるように，環境や生活の
過ごし方等を検討し，援助することが求め
られます。
　この設問は，認知症高齢者に対する睡眠
と日中活動の工夫について問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 認知症高齢者の居室については，慎重に検討し，特に配慮している

□ ②
共有スペースは，くつろげるよう工夫がされており，認知症高齢者のための環境整
備を進めている

□ ③ 居室・トイレ等，一目でわかるような表示をする等の工夫を行っている

□ ④
ハード面では安全性を重視したうえで，心の潤いに通じるような環境整備の工夫を
している

□ ⑤ ベッドの周囲には写真や個々の好みのものを飾る等配慮している

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
認知症の病態等を把握し各入所者ごとに施設サービス計画に基づいたサービスを実施するため，必要に
応じて医師・看護・介護職員等によるケアカンファレンスを行っている

□ ② 入所者ごとの詳細な行動分析・評価を行っている

□ ③
特に周辺症状（BPSD)の著しい入所者については，専門医等の指導を受ける等の対
応を行っている

□ ④ 専門医等の助言を得て，マニュアルが作成されている

□ ⑤ 併存する可能性のある医学的問題の検討を行っている

□

□

設問

３１ 共通
環境の整
備

認知症高齢者が安心して生活できるよう，環境が整備されていますか。

　急激な環境の変化によって，入所者の混
乱を招かないように，落ち着いて過ごせる
環境の整備(例：観葉植物や生き物を飼う
等)に努めるとともに，入所者のペースを大
切にしたケアを行うことが求められます。
また，家族の心理的負担にも配慮し，家族
を支えるための社会資源などを必要に応じ
て紹介することも期待されます。
　この設問は，認知症高齢者に対して安心
して生活できる環境をどのように整えてい
るかを問うものです。

設問

３２ 共通
医学的配
慮

認知症高齢者に対する医学的配慮が適切に行われていますか。

　認知症の症状により，病気の発見などが
遅れることのないように，必要に応じて，
医師や看護師等と連携しながら，入所者に
対する医学的配慮を行うことが求められま
す。
　この設問は，認知症高齢者に対するケア
について，医学面側面からの視点をどのよ
うに取り入れて，反映させているかを問う
ものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 認知症の専門医の定期的な診察を受けている

□ ② 認知症の疑いのある入所者に対しては，専門医に診断を依頼している

□ ③ 必要に応じて，ＣＴなどの検査を受け，認知症の疾病診断が行われている

□ ④ 一定の認知症評価基準によって，定期的に評価を行っている

□ ⑤ 評価・診断の記録が整備され，活用されている

□

□

(１０)入所者の自由選択

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 心身状況等に問題のある人でも，個別的な対応をしている

□ ② 嗜好品が自由に購入できるような売店等が，施設内にあって利用できる

□ ③ 付き添いの必要な施設外での飲食，喫茶等の希望にも応じている

□ ④
個々の嗜好を考慮し，集団生活を営んでいることを配慮したうえで，喫煙場所や飲
酒時間の設定等で対応している

□ ⑤ 個々の嗜好が職員に周知されている

□

□

認知症疾患の専門的診断・評価がなされていますか。

　認知症の疑いのある入所者に対しては，
早めの診察を受けられるよう，施設として
体制を整えることが求められます。
　この設問は，入所者の認知症を発見する
体制がどのように整えられているかを問う
ものです。

設問

３４ 共通
嗜好品の
自由

嗜好品について適切な対応がなされていますか。

設問

３３ 老健
認知症の
専門的診
断・評価

　嗜好品の選択について，入所者が自分自
身の意思や希望に応じた選択するために，
個別，柔軟に対応できるような場面や機会
をつくることが求められます。
　この設問は，嗜好品において，入所者の
意思や希望に応じる体制がどのように整え
られているかを問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 種類を多く準備し，さまざまな状態の入所者が利用できるように配慮している

□ ② 希望があれば個人で購入できる

□ ③
心身機能の状況により自分で読む事が困難な入所者には，ボランティアの導入等に
より，朗読のサービスが提供できる

□ ④ 新聞・雑誌・図書等が，皆で自由に利用できるような閲覧コーナーを設けている

□ ⑤ テレビやビデオを設置して，入所者が自由に見られるようにしている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 身だしなみの介助が必要な入所者でも，入所者の好み，希望を尊重している

□ ②
服装は，着脱しやすい形・素材にのみとらわれるのではなく，入所者の好みの柄・
色等を重視している

□ ③
日常的に買物の機会を設けたり，施設内で衣料品販売を行うなど，入所者が自分で
選べるようにしている

□ ④ 理美容室への外出の機会や理美容師の施設内への導入等に配慮している

□ ⑤ 希望があれば，化粧ができる

□

□

設問

３５ 共通

テレビ・
新聞・雑
誌等の自
由な利用

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・図書・ビデオが自由に利用できますか。 　施設で暮らしていても，これまで自宅等
で個人の好みに従って利用していたテレ
ビ・ラジオ・新聞・雑誌・図書・ビデオが
利用できることは，生活の継続性にとって
重要な要素だといえます。施設で個人の希
望する新聞・雑誌等をすべて購入・配布す
ることは現実的ではありませんが，施設と
して新聞・雑誌等の購入について基本的な
考えを持ち，個人の嗜好性が高いものにつ
いては，個別に対応する仕組みがあること
が求められます。
　この設問は，テレビ・ラジオ・新聞・雑
誌・図書・ビデオ等の利用について，利用
者が利用できる体制がどのように整えられ
ているかを問う項目です。

設問

３６ 共通
髪型・服
装の自由

髪形や服装・化粧は，入所者の好みで自由に選ぶことができますか。

　入所者一人ひとりの個性や希望，生活歴
等に応じて，入所者の思いを尊重しなが
ら，髪形や衣類の選択や清潔を保持するた
めのサービスを提供することが期待されま
す。
　この設問は，髪型・服装について，入所
者の好みや希望を尊重あるいは重視する取
組がどのように行われているかを問うもの
です。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 個人の携帯電話の持ち込みが可能である

□ ②
入所者のプライバシーを守るために，会話の内容が他人に聞こえないようにしてい
る

□ ③ 公衆電話等を設置し，自由に電話できるよう配慮している

□ ④
便箋・封筒・切手類が自由に購入でき，また自由に投函できる設備等を工夫してい
る

□ ⑤
電話・手紙が自分でできない入所者には，信頼関係にある職員が，極力プライバシーを守る
配慮をしながら代行し，外部と通信できるようにしている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 日常の経済活動が支障なくできるような工夫や，その場面を設定している

□ ②
多額の現金は所持せず，個人財産として管理を希望する場合は，適当な金融機関を
紹介するなどして自己管理しやすいよう配慮している

□ ③ 個々のベッドの周囲に個人で財産等の管理ができるための環境整備をしている

□ ④
全面的に職員が管理するのではなく，小銭等日常の小遣い程度は入所者が自己管理
できるよう配慮している

□ ⑤ 一部を職員が預かっている場合でも，定期的に入所者に確認をしてもらっている

□

□

外部と自由に通信（電話・ファクシミリ・手紙）することができますか。

　入所者が様々な通信手段を利用する環境
が整っているか，また，それらがプライバ
シーに配慮したものになっているかが求め
られます。
　この設問は，入所者が通信手段（電話・
ファクシミリ・手紙）を利用できる環境が
整えられているかを問うものです。

設問

３８ 共通
金銭等の
自己管理

金銭等を自己管理できる人は，自己管理できるように配慮していますか。

設問

３７ 共通
外部との
自由な連
絡

　入所者が日常の生活の中で，その人の力
や希望に応じて，お金を所持したり，使え
るように支援していくことが大切です。大
金の管理や日常の出納などは，難しい面も
ありますが，自分で選び自分でお金を払う
場面をつくる意味について，家族等と話し
合いながら，管理方法等を取り決め，支援
していくことが求められます。
　なお，この設問は，すべての利用者の金
銭管理について問うものではなく，自己管
理や職員の協力を得て自己管理できる入所
者についてお答えください。該当者がまっ
たくいない場合は，回答を省略してくださ
い。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
自分で外出できない入所者には，職員やボランティアが付き添ったり，団体の人に
訪問してもらう等の配慮をしている

□ ② 友人，家族，地域の関係者が来訪しやすい雰囲気をつくっている

□ ③ 地域の保育所や小学校等からの訪問を継続的に受け入れている

□ ④ 入所前の団体等へ参加を希望する場合には，参加できるように配慮している

□ ⑤ 地域行事等の情報を入所者に提供している

□

□

２　専門サービス
(1)施設サービス計画

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者のケア目標・計画を立案する際に，入所者・家族の意見を必ず取り入れ，文
書で示して同意を得ている

□ ②
入所当日からケアは始まるので，入所前と入所当日に得た情報から暫定ケアプラン
を作成して対応している

□ ③
すべての入所者について，入所後２週間以内にケアプランを立案し．以後，定期的
に見直しを行っている

□ ④
入所前に訪問し，情報収集を行ったうえで，ケアプランが作成されており，在宅ケ
アプランと連動している

□ ⑤ 入所者や家族から意見が出やすいように配慮している

□

□

設問

３９ 共通
施設外部
との交流

施設外部との交流が自由ですか。

　入所者の希望や生活歴等に応じて，施設
外部との交流が自由に行えるような環境づ
くり，機会づくりを行うことが求められま
す。また，家族や友人，地域の人などが訪
問しやすい雰囲気をつくる他，地域の行事
などの情報を入所者や家族に提供すること
も，大切です。
　この設問は，入所者と友人，家族，地域
住民等の交流の機会の有無等について問う
ものです。

設問

４０ 共通

ケアプラ
ンの策定
（入所者
の意見の
反映）

ケアプラン（施設サービス計画）は，入所者の意見を取り入れて作成されています
か。

　入所前に心身の状況や生活歴，好み，趣
味などの情報や入所者・家族の希望を聴き
取り，ケアプランに反映させることが求め
られます。また入所後も継続して，日々の
ケアや入所者の言動，表情等から分かる
様々な情報を足していき，「その人らしい
暮らし」について，職員間で検討しなが
ら，ケアプランの立案や見直しにつなげる
ことが必要です。
　この設問は，ケアプランに入所者の意見
が盛り込まれているか，またプラン作成時
期について問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
医師も含めて全職種が参加しており，参加できない場合でも全職種の意見が出そ
ろっている

□ ② 必要に応じて，入所者や家族，施設外の関係者も参加している

□ ③ 週１回以上定期的に実施している

□ ④
司会・記録などの役割，進行のしかたが決められており，発言が偏ったりトップダ
ウンの進め方にならないように配慮されている

□ ⑤
ケアカンファレンスの結果が，参加していない職員全員に伝達される仕組みにして
ある

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
ケアプランに沿ったケア実施記録があり，これに基づいてモニタリング，評価がな
されている

□ ②
ケアプラン表があり，入所者・家族の希望とニーズ，目標，ケア項目，行動計画（いつ，ど
こで，だれが，どのように，いつまで），ケアスケジュールがわかる

□ ③ ケアカンファレンス記録がある

□ ④
ケアカンファレンス記録には，入所者，各職種の意見，今後の方向性が整理されて
いる

□ ⑤ 記録の方法が職員間で統一されている

□

□

ケアカンファレンスを定期的に行っていますか。

　ケアカンファレンスを定期的に開催し，
サービス提供上の留意点などを確認すると
ともに，会議の内容を事業所の職員全員で
共有し，同じ視点でサービス提供にあたる
ことが大切です。またケアカンファレンス
に家族等の参加が得られない場合にも，何
らかの方法で意向や希望を聴きとり，ケア
プランに反映できるよう取り組むことが期
待されます。
　この設問は，ケアカンファレンスの開催
状況を問うものです。

設問

４２ 共通

ケア記録
（記録の
管理と活
用）

ケアプランについての記録は適切に記入され，管理され，活用されていますか。

設問

４１ 共通

ケアプラ
ンの策定
（ケアカ
ンファレ
ンス）

　入所者の記録は，職員の情報の共有化と
ケアプランの評価・見直しを行う際の基本
的な情報になるものです。入所者一人ひと
りに対するサービスの実施状況や経過，相
談の内容などを，統一した様式･方法で記録
し，それらの内容を職員間で情報共有する
ことが重要です。また，プライバシーに配
慮した記録の管理方法についても細心の注
意をはらうことが求められます。
　この設問は，ケアプラン作成後の記録の
管理・活用状況について問うものです。
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(２)看護・介護

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 重篤な状態になった時の対応について，あらかじめ家族と話し合っている

□ ② 重篤な状態になった時の連絡の方法をあらかじめ確認している

□ ③ 重篤な状態になった場合，説明をしている（連絡をしている）

□ ④ 誰が付き添うかを確認している

□ ⑤ 付添いの人への施設の対応（休む場所・食事等）ができている

□

□

☆□ ① 医師が病状等について，家族に充分な説明を行っている

□ ② 関係職員が適切に対応できるよう周知徹底されている

□ ③ 医師の適切な処置が行われている

□ ④ 家族への連絡が可能になっている

□ ⑤ 施設から家族に対して連絡を取り，状況を説明している

□

□

特養

４３

老健
家族との
連携

重篤な状態や終末期に入った場合，家族との連携が密にとれていますか。

設問

家族との
連携

重篤な状態や終末期に入った場合，家族との連携が密にとれていますか。

　重度化した場合や終末期のあり方，施設
としての対応について，できるだけ早くか
ら，入所者，家族，かかりつけ医，職員等
で話し合いを行い，その時々の入所者や家
族の意向を確認しながら，対応方針の共有
化を図ることが重要です。
　この設問は，入所者が重篤な状態に陥っ
た場合，または終末期についての対応につ
いて問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 施設内感染対策マニュアルが作成され，職員間で周知徹底されている

□ ② 施設内感染症対策委員会が設置されている

□ ③ 必要な手洗器・消毒薬等の設備機器等が設置されている

□ ④ 予防接種や発症時には，感染が他の入所者に波及しないような体制をとっている

□ ⑤
１年を超えて入所している者に対して，胸部Ｘ線撮影による健診の実施，または主
治医との連携により，その確認がなされている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① ケアプランに沿った体位変換を行っている

□ ② 個人の状態に適した体位変換をおこなうために，ビーズマット等の工夫をしている

□ ③
体位変換の必要な人の一覧表が，ステーション（一覧表）とベッドサイド（個人）
に配布されている

□ ④ 体位変換の必要な人の一覧表が作成され，日々確認されている

□ ⑤ 個人の状態に適した体位変換を行っている

□

□

　寝たきり状態の入所者に対して，体位交
換を定期的に行うことは，身体的な利点の
ほかにも精神面の効果があります。目に入
るものが毎日同じでは，生活は単調なもの
になりますが，体を起こしたり，車いすな
どで移動することで入所者の生活は変化
し，ひいては，入所者の「生きる意欲」の
引き出しにつながると思われます。
　この設問は，身体面及び精神面から体位
交換をどのように行っているかを問うもの
です。

　感染症を予防し，万一の場合にも罹患範
囲を広げないために，職員が必要な知識を
もって，日々の業務にあたることや入所
者，家族等へ必要な情報を提供することが
求められます。職員全員が，感染症対策に
対して，適切な行動がとれるよう，日ごろ
の研修による周知徹底や専門機関との連
絡・連携体制の整備が求められます。
　この設問は，感染症を予防するための体
制について問うものです。

感染症対
策

感染症（例：かいせん・ＭＲＳＡ・インフルエンザ・結核等）に対する対策は検討さ
れていますか。

設問

４４ 共通

設問

４５ 共通
十分な体
位変換

十分な体位変換は定期的に行われていますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 各職種ごとの情報交換や伝達が，常時適切に行われている

□ ② 看護・介護の業務分担が明確にされている

□ ③ 責任者が明確にされている

□ ④ 入所者ごとの記録が記載され，適切に申し送りされている

□ ⑤ 各職種ごとの情報交換も適時実施できるように配慮している

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① アセスメントが入所者のケアに反映されている

□ ② 必要に応じ，睡眠・食事・排泄状況等の個別のアセスメントを行っている

□ ③ 入所者の日々の状況が把握されている

□ ④ 健康状態・医療・看護・介護等について記録されている

□ ⑤ 入所者の日々の状況について，看護・介護職員等の情報伝達が随時なされている

□

□

設問

職員間の情報交換や伝達はスムースにできるような体制になっていますか。

　朝礼やミーティング，申し送りノートな
ど様々な手段を活用して，情報が正しく，
確実に伝わるしくみが整えられていること
が必要です。
　この設問は，職員間での情報共有の仕組
みについて問うものです。

設問

　睡眠・食事，排泄などを個々で捉えるの
ではなく，利用者の生活の中の一部として
捉え，入所者の生活リズムを把握して，そ
れにあわせながら，日々のサービス提供や
記録，情報伝達・共有が行われることが必
要です。
　この設問は，入所者を生活場面ごとに切
り離さず，入所者の生活をまるごと一人の
人間の生活として捉えた上で，個別の生活
場面と生活全体を連関させる視点から，入
所者の日々の生活状況を把握する取組を
行っているかを問うものです。

４７ 共通

睡眠・食
事・排泄
状況等の
把握

入所者の睡眠・食事・排泄状況等の把握をしていますか。

４６ 共通
職員間の
情報交換
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 投薬の指示に基づき，各入所者ごとに看護・介護職員が適切に服薬管理している

□ ② 誤薬がないよう，日々チェックしている

□ ③ 副作用のチェックも考慮してケアを行っている

□ ④ 副作用について，介護職員にも周知が図られている

□ ⑤ 副作用についての勉強会等が開催されている

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 食後または就寝時の口腔清掃を実施している

□ ②
歯科医師，歯科衛生士による口腔清掃状態及び咀嚼嚥下機能の定期的な管理・指導
が行われている

□ ③ 入所者の口腔清掃の自立程度を把握して，個別の口腔ケアを実施している

□ ④ 義歯の着脱，清潔，保管について指導している

□ ⑤ 利用しやすい洗口スペースを確保している

□

□

入所者に対する口腔ケアが適切に行われていますか。

設問

　入所者一人ひとりが服用する薬の目的や
副作用，用法や用量について，職員全員が
共通認識をもち，飲み忘れや誤薬を防ぐた
めの取り組みが必要です。
　この設問は，入所者に対する服薬管理の
考え方や仕組みについて問うものです。

設問

４９ 共通 口腔ケア

　口腔ケアの重要性を認識し，入所者本人
の習慣や持っている力を活かしながら，食
後のうがいや口の中の手入れの支援をする
ことが必要です。また必要に応じて，歯科
医師や歯科衛生士などの専門職の助言・指
導のもとで，口腔内の清潔保持に努めるこ
とも求められます。
　この設問は，入所者に対する口腔ケアの
実施環境について問うものです。

４８ 共通 服薬管理

入所者に対する服薬管理が適切に行われていますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
介護職員等による喀痰吸引・経管栄養の実施についての考え方（方針）と管理者の責任が明
確であり，実施手順や個別の計画が策定されている

□ ② 喀痰吸引・経管栄養は，医師の指示にもとづく適切かつ安全な方法により行っている

□ ③ 医師や看護師の指導・助言のもと安全管理体制が構築されている

□ ④ 介護職員等の喀痰吸引・経管栄養に関する職員研修や職員の個別指導等を定期的に行っている

□ ⑤
介護職員等の喀痰吸引・経管栄養の研修の機会を確保し，実施体制の充実・強化をはかって
いる

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
これらの職種を配置または雇上げ（非常勤）て，入所者に対するケア，指導，訓練等を実施
している，または関係機関と協力体制を取り必要に応じて対応している

□ ② これらの職種を含めたケース会議等を実施している

□ ③
施設職員がこれらの職種による研修を受けている，または定期的に専門職種から指
導を受ける機会を確保している

□ ④ 歯科衛生士は入所者のニーズを早期に把握し，歯科治療に結びつけている

□ ⑤
言語聴覚士は，嚥下困難者に対して医師と連携して，必要な検査を行う，定期的に
嚥下機能を把握している

□

□

設問

介護職員
等による
喀痰吸

引・経管
栄養

介護職員等による喀痰吸引・経管栄養を実施するための体制を確立し,取組を行って
いますか。

  介護職員等が実施する喀痰吸引・経管栄
養が，安全管理体制と医師の指示のもとに
適切な手順，方法等により実施されている
か，実施体制と実施方法，記録を確認しま
す。
  必要な備品の取扱いや衛生管理に関する
手順，また手順にもとづく実施状況等をあ
わせて確認します。
  介護職員等による喀痰吸引・経管栄養を
実施していない場合には，「非該当」とす
ることができます。

５０ 特養

　介護保険による職員配置基準を満たして
いることは事業所認可の必要最低限の条件
ですが，施設の特徴をより強く打ち出すた
めに，基準外の専門職を雇用するなどして
配置することは事業所（法人）の自主性に
よるものです。
　この設問は，入所者の状態に応じた柔軟
な職員配置を検討する環境づくりについて
問うものです。

設問

５１ 老健
専門職種
の配置

歯科衛生士，言語聴覚士など設置基準に規定されていない職種により，適切な入所者
の処遇がなされていますか。
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(３)リハビリテーション

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
ケアプランと連動した個別のリハビリテーション計画に基づいて，日常生活援助の
中で適切に実施されている

□ ② 日常生活の中でのリハビリテーション課題や方法が明らかにされている

□ ③
課題や方法に基づいて，生活の場においても個々に適した専門職の指導による意図
的なリハビリテーションを行っている

□ ④ ケアプラン，リハビリテーション計画に沿った実施記録が整備されている

□ ⑤
介護職員が生活の中でのリハビリテーションについて理解し，介護場面で活用でき
る工夫がされている

□

□

☆□ ①
ケアプランと連動した個別のリハビリテーション計画に基づいて，日常生活援助の
中で適切に実施されている

□ ②
在宅で生活することを見据え，家族を訪問するなどにより，居住設備，家庭内環境
改善等についての助言をしている

□ ③ 入所者や家族に対し，リハビリテーションの意義をあらかじめ十分に説明している

□ ④ ケアプラン，リハビリテーション計画に沿った実施記録が整備されている

□ ⑤
直接関わる理学療法士・作業療法士，看護・介護職員等は，治療的機能訓練としてだけでは
なく，生活自立支援を目標として実施するものであることを認識している

□

□

５２

　自分自身でできることはやってもらいな
がら，訓練室だけのリハビリにとどまら
ず，日常生活に役立つ視点でリハビリを行
うことによって，入所者が日々の生活の中
で自信をもつことにつながり，リハビリへ
の意欲が向上することになります。この視
点を職員間で共通認識しながら，実施する
ことが求められます。
　この設問は，訓練室以外でのリハビリ
テーションに対する取り組み状況について
問うものです。

特養

リハビリテーションを訓練室のみならず生活に役立つ視点で実施していますか。

設問

生活の中
のリハビ
リテー
ション

老健

生活の中
のリハビ
リテー
ション

リハビリテーションを訓練室のみならず生活に役立つ視点で実施していますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 入所者それぞれに適した自助具や介護用品の作成や改造を行っている

□ ② 記録が行われており，積極的な取り組みの姿勢がみられる

□ ③ 福祉機器，介護用品の展示，個々の状態に合った適切な機器等の紹介を行っている

□ ④ 自助具や介護用品の新しい商品についても情報収集している

□ ⑤ 関係施設の取り組みについても情報収集している

□

□

　入所者が自分自身でできる部分は，でき
る限り自分で行えるようにするために，自
助具や福祉用具の活用は大切です。入所者
の身体状況等に応じて，自助具の作成や改
造を行うことが期待されます。
　この設問は，入所者の自立支援を促す視
点から，自助具や介助用品の使用・導入の
状況について問うものです。

設問

５３ 共通
用具の工
夫

自助具や介助用品の作成や改造などをしていますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① ケアプランに基づいて，個別のリハビリテーション計画を作っている

□ ②
リハビリテーション計画をつくるにあたって関連ある担当者が複数でケース検討を
行っている

□ ③
リハビリテーション計画作成や見直しにあたっては３か月に一回以上は専門家を入
れて定期的にケアカンファレンスを行っている

□ ④ 実施状況に応じた計画・課題の見直しを行っている

□ ⑤ ケアカンファレンスの記録が整備されている

□

□

☆□ ① ケアプランに基づいて，個別のリハビリテーション計画を作っている

□ ②
関係職員に十分徹底されており，関係職員によるケアカンファレンスが少なくとも
週１回以上実施されている

□ ③
医師，理学療法士・作業療法士，看護・介護職員等，関係職員全員によるケアカン
ファレンスが少なくとも１か月に１回以上，定期的に実施されている

□ ④
ケアカンファレンスにおいて，各入所者の評価・目標設定・評価についての検討が
行われている

□ ⑤ ケアカンファレンスの記録が整備されている

□

□

５４

　入所者個々のケアプランに基づき，個別
のリハビリテーション計画を作成するとと
もに，必要に応じて，専門家(医師，理学療
法士，作業療法士等)の視点を取り入れなが
ら，ケアカンファレンスを行い，実施状況
や目標に応じた評価等を行うことが求めら
れます。
　ここでいうリハビリテーションとは，狭
義の機能訓練(PT,OT,ST等が行う専門的なリ
ハビリテーション)をいうのではなく，広義
のリハビリテーションを示しています。
　この設問は，入所者のリハビリテーショ
ンを計画的に実施する仕組みについて問う
ものです。

老健
立案・会
議・再評
価の実施

リハビリテーション計画の立案（評価・目標設定・実施計画）について，ケアカン
ファレンスを行っていますか。

設問

特養
立案・会
議・再評
価の実施

リハビリテーション計画の立案（評価・目標設定・実施計画）について，ケアカン
ファレンスを行っていますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① チームアプローチとして，的確に実施されるよう配慮している

□ ② 入所者の個々の状態に応じた訓練計画を具体的に作成し計画的に実施している

□ ③
医師や理学療法士・作業療法士等が細やかに指示・評価を行い適切な管理のもとに
行われている

□ ④ 理学療法士・作業療法士等が集団訓練と個別訓練を計画的に行っている

□ ⑤
医師や理学療法士，作業療法士等は，入所者，家族等に対して，他職種の関わりに
ついて，わかりやすく説明している

□

□

(４)社会サービス

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
必要に応じて，医師・看護・介護職員により，入所者の病状等について，説明して
いる

□ ② 入所者の状況について，家族に対し個別に文書や電話等で定期的に報告している

□ ③ 入所者の状況に変化があった時は，その都度，家族に対して，個別に報告している

□ ④ 家族が施設に来訪した機会に，入所者の状況を説明している

□ ⑤ 入所者や家族からの質問についてもよく聞くようにしている

□

□

５６

専門家の
指導によ
る計画的
な機能訓
練

医師や理学療法士，作業療法士の指導のもとに計画的に機能訓練サービスを行ってい
ますか。

　連絡ノートの活用やアンケートの実施，
訪問，広報紙の発行など，様々な方法で家
族とのコミュニケーションを確保し，入所
者の心身の状況や日々の様子などを伝えて
いくことが必要です。入所者の健康状態の
変化に気を配り，家族，かかりつけ医，介
護支援専門員等と連携をとりながら，より
質の高いサービス提供を心がけることが求
められます。
　この設問は，入所者の健康状態について
説明する仕組みについて問うものです。

５５

設問

共通

　機能訓練サービスの実施にあたっては，
専門職の視点を取り入れながら，チームア
プローチとして，実施することが大切で
す。
　この設問は，専門職の視点を取り入れた
機能訓練サービスの提供体制について問う
ものであり，短期集中リハビリテーション
加算等，介護報酬の加算体制の有無には，
とらわれません。

設問

共通
入所者及
び家族へ
の説明

入所者及び家族に健康状態を分かりやすく説明していますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 必要なときにいつでも相談にのり，調整できる体制をとっている

□ ②
家族関係についての相談や調整のために，必要に応じて生活相談員等が家庭訪問を
行っている

□ ③
家族関係についての相談や調整を，入所者サービスの重要な課題として，意図的に
取り組んでいる

□ ④ 相談の内容等を記録している

□ ⑤ ケース会議の事例としても取り上げ，家族関係調整の課題に取り組んでいる

□

□

☆□ ① 家庭復帰促進のために，適時家族と入所者との相談に応じ，調整を行っている

□ ② 必要なときにいつでも相談にのり，調整できる体制をとっている

□ ③ 支援相談員等が，家庭への訪問指導をしたりして相談に応じている

□ ④ 家族関係（調整）の課題にも配慮してケアプランを作成している

□ ⑤ ケース会議の事例としても取り上げ，家族関係調整の課題に取り組んでいる

□

□

老健
家族との
話し合い

家族関係についての相談に応じ，適切な調整を行っていますか。

設問

特養
家族との
話し合い

家族関係についての相談に応じ，適切な調整を行っていますか。

５７

　入所期間中の不安の軽減等のために，必
要な相談体制を整えることが必要です。ま
た，必要に応じて，家庭に出向くなど柔軟
な対応も求められます。
　この設問は，入所者の家族関係に関する
相談に応じる体制について問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 専門家や専門機関と連携して対処している

□ ② 支援相談員等が，いつでも経済的・社会的な相談に応じられる体制をとっている

□ ③
入所者・家族との個別の話し合いや相談から，入所者・家族が抱えている経済的・
社会的ニーズの把握に努めている

□ ④
入所者の直接担当職員（居室担当者等）と相談担当職員（支援相談員等）との連絡を密にし
て，問題や相談の課題があれば適切に対応できる体制をとっている

□ ⑤ 必要な関係機関の情報収集に努めている

□

□

☆□ ① 利用料等の支払いが困難な入所者・家族の相談に応じている

□ ② 支援相談員等が，常時具体的な対応ができる工夫をしている

□ ③
利用料等の支払いが困難な入所者・家族に対して，費用の減免措置や関係機関等との協議を
適切に行っている

□ ④ 利用できる制度の情報収集を行っている

□ ⑤ 相談の際には，個人情報に留意するとともに，記録を残している

□

□

設問

特養
経済的・
社会的相
談

入所者や家族からの経済的・社会的な相談に応じていますか。

　利用料負担減免制度の申請など，相談先
を把握し，家族等が抱える経済的・社会的
ニーズの解決に対応することが求められま
す。
　この設問は，経済的・社会的な相談に特
化しての相談体制について問うものです。

老健
経済的・
社会的相
談

入所者や家族からの経済的・社会的な相談に応じていますか。
５８
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３　その他のサービス
(1)入退所に関する項目

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
特定の職種による対応ではなく，チームアプローチとして全職種の参画のもとに実
施されている

□ ② 入退所時の相談に関するマニュアルが作成されている

□ ③
医療と介護サービスを一体的に提供する施設機能の特質が，記録の共有化等を通し
て，全職種に周知徹底されている

□ ④ 入所，退所について判断の材料となる記録を整備している

□ ⑤ 入所者・家族の希望により関係する専門職員が対応している

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者の入所継続についての判定は，関係職種のチーム会議の中で定期的に実施さ
れている

□ ② 家庭復帰に向けて，家族や居宅介護支援事業所等との調整等の配慮を行っている

□ ③ 家庭復帰のため入所者・家族とも積極的に協議している

□ ④ 家庭復帰のための在宅サービスについて入所者・家族に情報提供している

□ ⑤ 入所者の入所継続について，定期的に判定し，その記録が残されている

□

□

　適切なサービス利用であるかどうかを客
観的に判断するために，定期的な入所継続
判定を行うことが必要です。
　この設問は，入所の継続についての要否
判定を行う仕組みについて問うものです。

設問

５９ 共通
専門職員
による入
退所相談

入退所相談には，医師・看護師，生活（支援）相談員等による専門的な対応をしてい
ますか。

　入退所に際しては，医療面，看護面，介
護面など，入所者の生活全体を支えるとい
う総合的な視点で対応されることが求めら
れます。また，マニュアルの作成等によ
り，どの職員が対応しても，可能となるよ
う体制を整えることも期待されます。
　この設問は，入退所相談時の体制につい
て問うものです。

設問

６０ 共通
定期的な
入所継続
判定

入所継続の要否判定を定期的に行っていますか。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 情報提供は入所者・家族の同意を得て行うなど適切に行われている

□ ② 今後の方針（ケアプラン）が決定され，退所先へ情報が提供されている

□ ③
退所後の主治医に対して，入所者・家族の同意を得たうえで，療養経過，検査結果，退所時処方等の内
容が記録された情報提供様式により，適切に情報提供が行われている

□ ④
居宅介護支援事業所に対しても，入所者・家族の同意を得て情報提供を行い，在宅
ケアの実施に配慮している

□ ⑤ 情報提供にあたっての記録が整理されている

□

□

６１ 共通
退所先へ
の情報提
供

退所にあたり，その退所先等への入所者の状態に関する情報提供は適切に行われてい
ますか。

　退所先への情報提供にあたっては，入所
者の生活の継続性に配慮して，退所先と十
分に連携する必要があります。また，情報
提供にあたっては，入所者や家族の同意を
得て行うなど，個人情報やプライバシーの
保護に十分留意することも求められます。
　この設問は，入所者の退所時に，退所先
に対して行う情報提供の仕組みについて問
うものです。

設問
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４　地域連携

(1)医療機関・他機関との連携

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 入院に関しては，状況を入所者・家族などに説明し合意のもとに行っている

□ ② 入所者・家族との相談の際の記録がある

□ ③ 担当者をおき，入所者・家族の不安がないようにしている

□ ④ 入院後も入所者・家族のフォローを行っている

□ ⑤ 治療後の療養計画を医療機関とともに立てている

□

□

☆□ ①
入院時には，病院の医師と十分な連絡を行い，家族や入所者に説明し，今後の問題
等について相談し，的確な対応を行っている

□ ② 具体的な説明資料を準備している

□ ③
入院が必要な状態となった場合の対応について，あらかじめ入所者や家族に対して
説明し，同意を得ている

□ ④ 入所者・家族との相談の際の記録がある

□ ⑤ 担当者をおき，入所者・家族の不安がないようにしている

□

□

６２

老健
入所者等
への説明

入院に関して入所者や家族等と相談していますか。

設問

特養
入所者等
への説明

入院に関して入所者や家族等と相談していますか。

　入所者の健康状態や入院に関する施設利
用の終了の対応等についても，入所者，家
族等の納得が得られるよう，説明し，同意
を得ることが大切です。
　この設問は，入院時の家族との連携の体
制について問うものです。
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No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 必要な場合には各種施設との連携が十分にとれている

□ ② 定期的な会議などを通じて，情報交換をしている

□ ③ 関係する機関が把握できており，一覧に整理されている

□ ④ 関係する機関の担当者の把握ができている

□ ⑤ 担当者が決まっている

□

□

(２)権利擁護事業の取り組み

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 権利擁護に関する情報を入所者・家族に提供している

□ ② 権利擁護機関や相談機関等と連携をとれる体制にある

□ ③ 任意後見人や法定後見人がある場合は，その後見人と連携をとれる体制にある

□ ④ 関係資料を収集し，制度の理解に努めている

□ ⑤ 職員が制度を理解するため，制度の周知が行われている

□

□

　介護保険制度は契約により，提供される
ものであり，契約締結能力が低下しつつあ
る入所者には，民法(成年後見制度)等の他
の法律による制度を活用することが求めら
れます。また，現時点で該当する入所者が
いない場合でも，連携できる体制を整えて
おくことや制度に関する知識を深めておく
ことは必要です。
　この設問は，入所者の判断能力が低下し
た場合の事業所の体制について問うもので
あり，該当者がいない事業所については，
このような状態の入所者がいた場合に，事
業所として行う取り組みについてお答えく
ださい。

設問

６３ 共通
関係施設
との連
携・協力

必要な場合には，病院・診療所・歯科医療機関・介護老人福祉施設・介護老人保健施
設・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等，各種施設と連携がとれています
か。

　専門職及び関係機関による連携のもと
で，チームアプローチとして，入所者支援
を行うことが必要です。
　この設問は，入所者の状況に応じて，必
要な専門職及び関係機関との連携体制につ
いて問うものです。

設問

６４ 共通
後見人と
の連携

入所者の判断能力が低下した場合，任意後見人や法定後見人などとの連携をとれる体
制にありますか。
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５　施設設備環境
(１)施設設備

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
１人でいても快適に時間を過ごせるよう，本を置いたり，廊下の片隅にソファを置
くなどしている

□ ②
本を読んだり，音楽を聴いたり，創作活動が自由にできるスペースが配慮されてい
る

□ ③ 壁の色やカーテンの工夫，絵を飾るなどにより，快適性に配慮している

□ ④ 騒音の遮断に配慮されている

□ ⑤ お茶が自由に飲める

□

□

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
入所者のコールにより，介護業務に支障をきたすようなことがあっても，スイッチを切った
り，撤去せずに，入所者の状態に応じた適切な対応をしている

□ ②
入所者から頻回のコールがあっても必ず居室等に出向き，入所者に直接会うように
している

□ ③ ナースコールには迅速に対応している

□ ④ ナースコールへの対応について職員に周知している

□ ⑤ ナースコールの位置等は適切である

□

□

６５ 共通
快適性へ
の配慮

施設全体の雰囲気は，入所者の快適性に配慮していますか。

６６ 共通
ナース
コールの
活用

各ベッドおよびトイレや浴室のナースコールは円滑に作動していますか。

設問

　サービス利用中に入所者が快適に過ごせ
るよう，室温や臭気等に配慮したり，雰囲
気づくりを行うとともに，入所者が思い思
いの場所でくつろいで過ごすための居場所
づくりを行うことが期待されます。
　この設問は，入所者の快適性を重視した
建物内の設備や環境について問うもので
す。

設問

　ナースコールは，職員が近くにいなかっ
たり，言葉で体の不具合を訴えることが困
難な利用者が意思表示する重要なコミュニ
ケーションの手段です。
　この設問は，入所者のナースコールの操
作について課題が感じられる場合等も含め
て，ナースコールの使用環境について問う
ものです。
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(２)施設内環境衛生

No. 種別 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 異臭はほとんど感じられない

□ ② おむつ交換等で異臭が発生してもすぐにおさまるよう工夫している

□ ③ トイレの周辺など特定の場所についても異臭はしない

□ ④
異臭の有無について，施設に出入りするボランティアや施設実習生など外部の意見
を確認するようにしている

□ ⑤ 空気清浄機を設置している

□

□

６７ 共通
異臭の有
無

施設に異臭がありますか。

　排泄介助等による異臭が発生した場合に
も，換気や空気清浄機の設置等の工夫によ
り，すぐにおさまるような対応を行うこと
が必要です。
　この設問は，臭気の度合いを単に測るも
のではなく，臭気が出た場合の対応も含め
て，施設の臭気に対する取り組み状況につ
いて問うものです。

設問
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